
 
資料１ 

民間職業訓練サービスの質の確保・向上について（議論のとりまとめ）（案） 

 

 

１．はじめに 

 

離職者向け公的職業訓練（公共職業訓練・求職者支援訓練）は、高齢・障害・求職者雇

用支援機構（ＪＥＥＤ）や都道府県等が設置する公共職業能力開発施設内で実施するもの

の他、民間職業訓練機関への委託等によって行われ、その割合は７～８割となっている。

このため、民間教育訓練機関が実施する職業訓練について質の向上を促すことが必要とさ

れてきた。この点について、厚生労働省は、民間教育訓練機関の提供する職業訓練サービ

スの質の確保・向上のため、平成 23 年 12 月に「民間教育訓練機関における職業訓練サー

ビスガイドライン」（以下「民間訓練サービスガイドライン」という）を策定している。

民間訓練サービスガイドラインはＰＤＣＡサイクルによる訓練の運営を求める内容となっ

ており、厚生労働省は民間訓練サービスガイドラインの研修や適合事業所の認定を行い、

求職者支援訓練等の認定において活用してきた。本研究会では、制度の活用状況や民間訓

練サービスガイドライン適合事業所の実績等を踏まえた今後の民間訓練サービスガイドラ

イン関連事業の運用方法や民間訓練サービスガイドラインの活用方法等、我が国における

民間職業訓練の質の確保・向上について検討を行った。 

 

 

２．現状と課題 

 

（１）離職者向け公的職業訓練（公共職業訓練、求職者支援訓練）の実績について 

 

① 現状 

令和５年度の離職者向け公共職業訓練について、ＪＥＥＤ施設内訓練の就職率は 87.7%、

都道府県等施設内訓練の就職率は 82.7％、都道府県等が民間委託により実施する訓練（以

下「委託訓練」という。）の就職率は 73.6%、求職者支援訓練の就職率は基礎コースが

60.1％、実践コースが 60.6%となっている。求職者支援訓練を担う民間職業訓練機関の多

くは、１つの都道府県のみで申請を行う小規模の事業所となっている。 

 ＪＥＥＤや都道府県等が施設内で実施する訓練と民間委託等により実施する訓練の分野

の違いなど考慮すべき点はあるものの、ＪＥＥＤや都道府県等が施設内で実施した訓練修

了者の就職率は、民間委託等により実施した訓練修了者の就職率よりも高くなっている。 

求職者支援訓練については、就職率についての認定要件を設け、一定の就職率を確保し

ていることを訓練機関に求めている（一定の水準を下回った場合、認定基準の不適合とな
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る）。また、就職率を上げる動機付けとして、認定職業訓練実施奨励金にインセンティブ

の仕組みを設けている。 

なお、離職者向け公共職業訓練のうち JEED 施設内訓練については、第５期中期目標に

おいて「就職率 82.5％」の目標設定を行い、独立行政法人評価制度に基づき、業務実績評

価の中で厚生労働大臣がその実績について評価するとともに、指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策について法人に示している。 

また、就職率を含む訓練の質の向上への取組として、民間訓練サービスガイドラインに

関連した取組を評価している（詳細は後述）。 

 

② 質の確保・向上の意義 

 公的資金の支出対象となる求職者支援訓練や委託訓練については、労働者・企業のニー

ズにあった訓練を提供し、受講者の職業能力を高めていくことが求められる。このため、

求職者支援訓練における就職率を例にあげると、現行の認定基準である就職率 35％を超え

ていたとしても、その水準に止まることなく、市場のニーズに合致した訓練を提供して受

講者のスキルを高めることを継続的に行うことで就職率等の改善を行っていくことが求め

られる。 

 求職者支援訓練のコースごとの就職率の分布をみていくと（図１）、50～54.9％が最も多

い割合となっている。就職率 100％が 208 コース存在する一方で、求職者支援訓練の認定

基準である 35.0％を下回るコースも 418 コース存在した。求職者支援訓練の選定について

は、同一地域内で同一分野のコースとの選定については就職率が大きな要素となるものの、

競合が少ない地域においては、求職者支援訓練の選定という観点だけでは就職率向上促進

の動機付けが十分に働かない可能性が考えられる。このため、求職者支援訓練の認定・選

定基準等と相まって、民間訓練機関に対して、提供する訓練の改善活動を促し、質の向上

を求めることが民間訓練サービスガイドラインの役割となると考えられる。 

 

図１ 
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③ 諸外国における民間委託訓練の質の確保の取組 

 JILPT「諸外国の民間教育訓練機関について」（2020）によれば、ドイツ、フランス、イ

ギリスの３か国について、公的資金を投じる職業訓練で民間訓練機関を活用する場合は、

各国ごとに、委託基準の設定と事後的な検査による質の確保を図っている点は共通してい

る。その中で、訓練の質の維持・向上に関する手法として重視しているポイントは様々で

あるが、ドイツにおいては、助成対象の職業訓練を行う機関として認定を受ける際に、目

標を絞った体系的な手順と手段による継続的な改善が行われる仕組みを備えていることを

求めている。また、フランスにおいても、2022 年より公的な資金による教育訓練を行う機

関は、トレーニング・プロバイダー向けの品質認証を受けることが義務付けられている。 

 

 

（２）民間訓練サービスガイドラインと関連事業について 

① 民間訓練サービスガイドライン 

 

 民間訓練サービスガイドラインは、公的職業訓練のみを対象とするものではなく、職業

訓練サービスの質の向上に取組む民間教育訓練機関を対象としており、適正な管理と運営

の基本ルールとしてＰＤＣＡサイクルの採用を前提としている。PDCA サイクルを通じた

業務改善の方法としては、平成 21 年 4 月に JEED が職業訓練の実施を通じて蓄積した独自
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のノウハウをまとめて「職業訓練サービスガイドライン」を制定した。その後、平成 22年

10 月には、ISO（国際標準化機構）が ISO29990「非公式教育・訓練における学習サービ

ス事業者向け基本的要求事項」を発行している。民間訓練サービスガイドラインの内容は、

これらを踏まえて作成されており、「職業訓練サービス」と「マネジメント」に大別され

る。「職業訓練サービス」は、職業訓練のニーズの把握、職業訓練の設計、職業訓練の実

施、職業訓練のモニタリング、職業訓練の評価から構成される。「マネジメント」は事業

計画、情報の共有、記録／文書管理、財務管理、物的及び人的資本管理など 85 項目から構

成される。 

 求職者支援訓練を担う民間職業訓練機関の多くは、１つの都道府県のみで申請を行う小

規模の事業所となっており、特にマネジメントの項目を満たすことが大きな課題となり、

民間訓練ガイドラインの利用が伸びなかった理由の一つとなっていることが考えられる。

多くの民間職業訓練機関が PDCA サイクルによる訓練の継続的な改善を行うことで、我が

国全体の訓練の質の向上を促す考え方からは、小規模の事業体を念頭に置いて項目を整理

することも考えられる。 

 

② ガイドライン関連事業 

 

 厚生労働省は民間訓練サービスガイドラインに関する「運営協議会」「認証委員会」「研

修」の３つを委託事業の形式で行っている。 

 「運営協議会」は民間訓練サービスガイドラインの内容、ガイドライン適合事業所認定、

研修についての運営について有識者を交えて検討を行う場である。 

 「認証委員会」については、後述する民間訓練サービスガイドライン適合事業所認定に

おいて、民間審査機関の審査結果を認証する委員会である。 

 「研修」については、民間訓練機関が民間訓練サービスガイドラインに沿って、職業訓

練サービスの質の確保・向上に取り組めるよう、同ガイドラインの体系的な理解、知識習

得を目的に、訓練運営責任者、事務担当者などを対象にした研修の実施である。 

 受託団体は平成 30年度～令和２年度が一般社団法人、令和３年度～５年度が株式会社と

なっている。 

 ＊ 類似した事業所認定の仕組みとして職業紹介優良事業者認定制度があるが、当該制

度は、「運営協議会」「認証委員会」といった役割の事業を職業紹介の業界団体が受託

している。 

 

 ア 研修について 

  オンライン形式又はオンラインの e ラーニングにより受講する形式となっている。平

成 26 年度の開始から令和５年度までの受講者は延べ 8,228 人となっており、令和３年度

から令和５年度の３年度ではそのうち 99.5％の受講者は求職者支援訓練などの公的職業
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訓練の担い手となっている民間訓練機関に所属していた。 

 

イ 民間訓練サービスガイドライン適合事業所認定 

 より高い水準での職業訓練の実施を推進するため、厚生労働省は、平成 30年度よりガ

イドライン適合事業所認定制度を開始した。ガイドライン適合事業所認定制度において

は、民間訓練機関は指定認定機関（民間機関）へ認定申請を行う。そして指定認定機関

が審査結果を厚生労働省の認証委員会に報告し、認証委員会で審査結果（認定）を認証

する形式をとっている。申請者は、指定認定機関で設定された審査料(40 万～50 万)に加

え、審査員の旅費などの実費を負担することとなる。適合事業所認定の有効期間は３年

間である。平成 30 年～令和５年度の延べ認定数は、98 となっている。制度の利用状況

が低調であることから、令和５年度末に認定事業は休止している。 

  適合事業所の認定については、民間訓練サービスガイドラインに掲げた内容を備え、

ＰＤＣＡサイクルによる質の向上の運用がなされているかの観点からの審査が行われる。

ガイドラインで掲げている 85 項目を全て満たすことを必要としており、認定水準は極め

て高いものになっている。その一方で、就職率などの職業訓練サービスのアウトカムに

ついて基準を設けて審査することは行っていない。求職者支援訓練の関係では、就職率

等は認定・選定のプロセスの判断要素となっている。 

  民間訓練サービスガイドライン認定については、「職業訓練サービス」と「マネジメ

ント」に大別される多岐にわたる審査項目を、実地で確認していくことで、信頼性の高

い審査を行っている仕組みとなっているが、一方で、審査にかかる費用は高く、審査項

目を満たすための書類（エビデンス）作成も多くなる。小規模事業所が多い現状を考え

ると、多くの事業所に PDCA サイクルによる運用改善を促進し、我が国の訓練の質の向

上を図る観点からは、小規模事業所を念頭に置いた仕組みにしていくことが重要ではな

いかと考えられる。 

  求職者支援訓練について、令和２年度から令和５年度の４年度について、適合事業所

が比較的多い埼玉、東京、神奈川、愛知、大阪の５都府県において、適合事業所と適合

事業所以外で「開講率」「充足率」「修了率」「就職者／受講者」の４つについて比較し

たところ（図２）、「開講率」については、各年度で４～12 ポイント程度、適合事業所の

方が高かった。「充足率」については、令和２年度は適合事業所以外の方が２ポイント

程度高かったものの、令和３年度から５年度は、適合事業所の方が、3～11 ポイント程

度高かった。「修了率」については、令和２年度から５年度の各年度で１～４ポイント

程度、適合事業所の方が低かった。「就職者／受講者」については、令和２年度から５

年度の各年度で 4～7 ポイント程度、適合事業所の方が高かった。 

 

図２ 
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＊開講率：開講したコース数／認定コース数 

＊充足率：受講者数／開講したコースの定員 

＊修了率：（修了者数＋就職理由中退者数）／受講者数 

 

（３）公的資金の支出対象となる民間職業訓練サービスと民間訓練サービスガイドライン

の関係 

 

公的資金の支出対象となる民間訓練サービスについて、厚生労働省及び都道府県等は、

求職者支援訓練、委託訓練等、各制度で定めた要件を満たす民間職業訓練サービスについ

ての認定・委託等を行っている。 

求職者支援訓練においては、民間訓練サービスガイドライン研修の受講を認定要件、自

己診断表の提出及び適合事業所認定を加点要件としている。また、令和６年 12 月時点で

は、47 都道府県において、民間訓練サービスガイドラインの研修受講が委託訓練の委託要

件として設定されている。 

また、加点要件となっている適合事業所認定の取得については、当該要件を満たすこと

で得られる加点が実績枠においては 200点中の５点（自己診断表の提出）及び 10点（適合

事業所認定）であり、新規枠においては 85 点中の５点（自己診断表の提出）及び 10 点

（適合事業所認定）となっている。適合事業所認定取得事業所が委託訓練の加点要件とな

っている都道府県は、令和６年 12 月時点で 32 となっている。 

 

（４）ＪＥＥＤにおける民間訓練機関の質の向上に関する取組 

 

 JEED は平成 21 年に長年にわたる職業訓練の実施の過程において蓄積したノウハウを

体系化・明文化したものとして「職業訓練サービスガイドライン（平成 21 年 4 月 21 日制

定、直近改正令和 5 年 4 月 1 日）」を策定している。JEED の利用者をはじめ広く一般に対

して訓練サービスの説明責任を果たすとともに、品質の維持向上を図る目的で内外に公開

している。また、業務プロセスの点検として、自ら業務を担当する職員とは別の、点検に

必要な知識を有する職員が客観的な立場から PDCA サイクル運用の点検を行っている。点
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検に際しては、リスクレベルを定めて確認頻度を変えて行っている。 

また、JEED は求職者支援訓練サポート講習として、求職者支援訓練の質の向上を目的

とした各種の講習等を実施している。1 年度で 10 程度のテーマを設けており、受講者募集、

カリキュラム作成、訓練運営、就職支援、トラブル対応と幅広く扱っているほか、求職者

支援訓練の認定を受けた訓練機関に対して、訓練運営に関する実施状況確認を毎月実施す

ることで、民間職業訓練機関が実施する訓練の質の向上に努めている。 

  

 

３．見直しの方向性 

 

（抜粋）と同内容。 

 

 


